
 

平成 27 年 4 月に、新しく 

「機能性表示食品」制度がはじまりました。 

 

保険機能食品制度について

保健機能食品制度とは、国が有効性や安全性を個別に審査し許可した特定保健用食品(トクホ)と、国が定める特定の

栄養成分の規格基準に適合した栄養機能食品に加えて、新しく「機能性表示食品」制度ができ、食品の目的や機能等の

違いにより、「特定保健用食品」、「栄養機能食品」、「機能性表示食品」に分けられます。 
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機能性表示食品について 

事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を表示した食品です。販売前に安全性及び機能性の根拠に関す

る情報などが消費者庁長官へ届け出られたものです。ただし、特定保健用食品とは異なり、消費者庁長官の個別の許可を

受けたものではありません。 

「消費者の皆様へ 機能性表示食品って何？」（消費者庁）http://www.caa.go.jp/foods/index23.html 

 

 具体的に・・・ 

「おなかの調子を整えます」「脂肪の吸収をおだやかにします」など、特定の保健の目的が期待できる 

（健康の維持及び増進に役立つ）という食品の機能性を表示することができる食品です。 

●安全性の確保を前提とし、科学的根拠に基づいた機能性が、事業者の責任において表示されるものです。 

●消費者の皆さんが誤認することなく商品を選択することができるよう、適正な表示などによる情報提供が行われます。 

 

制度の特徴 

１．疾病に罹患していない方（未成年者、妊産婦（妊娠を計画している方を含む。）及び授乳婦を除く。）を 

対象にした食品です。 

２．生鮮食品を含め、すべての食品（一部除く。）が対象となっています。 

３．安全性及び機能性の根拠に関する情報、健康被害の情報収集体制など必要な事項が、商品の販売前に、 

事業者より消費者庁長官に届け出られます。 

４．特定保健用食品とは異なり、国が安全性と機能性の審査を行っていません。 

５．届け出られた情報は消費者庁のウェブサイトで公開されます。 

 

機能性表示食品 まぐろのチカラ粒  届出番号：Ｄ１８０ 

消費者庁 「機能性表示食品の届出情報検索」 https://www.fld.caa.go.jp/caaks/cssc01/ 
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